
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
四
号

通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
開
発
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
、
通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
開
発
を
行
う
者
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
通

信
・
放
送
融
合
技
術
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
の
役
務
の
普
及
を
図
り
、
も
っ
て
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
通
信
・
放
送
融
合
技
術
」
と
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
電
気
通
信
の
送
信
の
役
務
及
び
デ
ジ
タ
ル
信
号
に
よ
る
送
信
を
す
る
放
送
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

無
線
通
信
又
は
有
線
電
気
通
信
の
送
信
を
い
う
。
）
の
役
務
を
合
わ
せ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
通
信
・
放
送
技
術
（
電
気
通
信
業
及
び
放
送
業
（
有
線
放
送
業
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
技
術

そ
の
他
電
気
通
信
に
係
る
電
波
の
利
用
の
技
術
を
い
う
。
）
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
通
信
・
放
送
融
合
技
術
開
発
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
開
発
に
必
要
な
相
当
の
規
模
の
電
気
通
信
シ
ス
テ
ム
（
電
気
通
信
設
備
の
集
合
体
で
あ
っ
て
、
電
気
通
信
の
業
務
を
一
体
的
に

行
う
よ
う
構
成
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
及
び
こ
れ
に
係
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
通
信
・
放
送
融
合
技

術
の
開
発
を
行
う
者
の
共
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

（
基
本
方
針
）

第
三
条
　
総
務
大
臣
は
、
通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
開
発
の
促
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
本
方
針
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
開
発
に
関
す
る
基
本
的
な
方
向

二
　
通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
内
容
に
関
す
る
事
項

三
　
次
条
の
規
定
に
基
づ
き
機
構
が
整
備
す
る
通
信
・
放
送
融
合
技
術
開
発
シ
ス
テ
ム
の
内
容
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他
通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
開
発
の
促
進
に
関
す
る
重
要
事
項

３
　
総
務
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
に
よ
る
通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
開
発
の
支
援
）

第
四
条
　
機
構
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
基
本
方
針
に
従
っ
て
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
　
通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
開
発
を
行
う
者
に
対
す
る
助
成
金
を
交
付
す
る
こ
と
。

二
　
通
信
・
放
送
融
合
技
術
開
発
シ
ス
テ
ム
を
整
備
し
、
通
信
・
放
送
融
合
技
術
の
開
発
を
行
う
者
の
共
用
に
供
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
六
日
法
律
第
一
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
一
三
日
法
律
第
六
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
通
則
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
附
則
第
十
四
条
第
二
項
、
第
十
八
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
処
分
等
の
効
力
）

第
二
十
八
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
又
は
す
べ
き
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ

ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
法
令
」
と
い
う
。
）
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
を
含
む
。
）
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
法
令
の
相
当
の

規
定
に
よ
っ
て
し
た
又
は
す
べ
き
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
九
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

1



（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
等
へ
の
委
任
）

第
三
十
条
　
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。
）
は
、
政
令
（
人
事
院
の
所
掌
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
人
事
院
規
則
）
で
定
め

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
一
九
日
法
律
第
三
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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